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（別紙２） 

 

   鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例等及び 

同条例施行規則等の解釈について 

 

１ 条例制定の理由（趣旨） 
 

○ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第１

次・２次地域主権一括法）」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

が公布施行。 

○ これに伴い、従来、法律や厚生労働省令で全国一律とされてきた介護保険施設等の人員、設備等に関す

る基準を、都道府県が条例で定めることとなった。 

 

２ 条例で定める基準 
 

 条例名称 規則名称 従来の基準を定めている省令等 サービス種類 

① 鳥取県居宅サ

ービス事業及

び介護予防サ

ービス事業に

関 す る 条 例

（平成２４年

鳥取県条例第

７６号）（以下

「居宅サービ

ス条例」とい

う。） 

 

鳥取県居宅サ

ービス事業及

び介護予防サ

ービス事業に

関する条例施

行規則（平成

２５年鳥取県

規 則 第 ２ ３

号）（以下「居

宅サービス規

則」という。） 

 

○指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７

号）（以下「居宅サービス省令基

準」という。） 

○指定居宅サービスの指定申請資

格のうち、法人格の有無に係る

基準（介護保険法施行規則第１

２６条の４の２） 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 

○指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３５号）（以下

「予防サービス省令基準」とい

う。） 

○指定介護予防サービスの指定申

請資格のうち、法人格の有無に

係る基準（介護保険法施行規則

第１３１条の１０の２） 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテー

ション 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防通所リハビリテー

ション 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 

介護予防特定施設入居者生

活介護 

介護予防福祉用具貸与 

介護予防特定福祉用具販売 

介護予防訪問介護（※１） 

介護予防通所介護（※１） 
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② 鳥取県介護保

険施設に関す

る条例（平成

２４年鳥取県

条 例 第 ７ ７

号）（以下「介

護保険施設条

例」という。） 

鳥取県介護保

険施設に関す

る条例施行規

則（平成２５

年鳥取県規則

第２４号）（以

下「介護保険

施設規則」と

いう。） 

○指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３９号）（以

下「指定介護老人福祉施設省令

基準」という。） 

○指定介護老人福祉施設の指定に

関する基準のうち、指定対象と

なる施設及びその入所定員に係

る基準（介護保険法第８６条第

１項） 

指定介護老人福祉施設 

○介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第４０

号）（以下「介護老人保健施設省

令基準」という。） 

介護老人保健施設 

○介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準（平

成３０年厚生労働省令第５号）

（以下「介護医療院省令基準」と

いう。） 

介護医療院 

③ 鳥取県指定介

護療養型医療

施設に関する

条例（平成２

４年鳥取県条

例第７８号）

（以下「介護

療養型医療施

設条例」とい

う。） 

鳥取県指定介

護療養型医療

施設に関する

条例施行規則

（平成２５年

鳥取県規則第

２５号）（以下

「介護療養型

医 療 施 設 規

則」という。） 

○健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医

療施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省

令第４１号）（以下「指定介護療

養型医療施設省令基準」とい

う。） 

指定介護療養型医療施設 

④ 鳥取県居宅介

護支援事業に

関 す る 条 例

（平成２６年

鳥取県条例第

５２条）（以下

「居宅介護支

援条例」とい

う。） 

鳥取県居宅介

護支援事業に

関する条例施

行規則（平成

２７年鳥取県

規 則 第 ３ ７

号）（以下「居

宅介護支援規

則」という。） 

○指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３８号）（以下

「居宅介護支援事業省令基準」

という。） 

○指定居宅介護支援の指定申請資

格のうち、法人格の有無に係る

基準（介護保険法第７９条第２

項第１号） 

指定居宅介護支援 

※１ 介護予防訪問介護、介護予防通所介護においては、平成２５年４月１日施行のサービス条例、及

び平成２５年４月１日施行のサービス規則の規定がなおその効力を有する。 

※２ 指定居宅介護支援事業、指定介護予防支援事業、指定地域密着型（介護予防）サービス（市町村の

所管サービス）、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が条例を制定する。 
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３ 条例制定の基準 
 

従来の省令の規定は、以下の３つの基準に区分された。 
 

区分 条例の定め方 内容 

従うべき 

基準 

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合し

なければならない基準であり、当該基準に従

う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める

条例は許容されるものの、異なる内容を定め

ることは許されないもの。 

「職員配置」、「居室等面積」、「人権」に

直結する運営基準等（守秘義務等）等 

標準とされる 

基準 

法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、

合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に

応じた「標準」と異なる内容を定めることが

許容されるもの。 

「利用定員」、「施設規模」 

参酌すべき 

基準 

地方自治体が十分参酌した結果としてであれ

ば、地域の実情に応じて、異なる内容を定め

ることが許容されるもの。 

上記以外の設備及び運営に関連するも

の。「構造設備」、「非常災害対策」、「運

営規定」、「衛生管理」、「緊急時の対応」、

「苦情解決」、「管理者の責務」等 

 

４ 条例及び規則の概要 
 

○ 省令で「参酌すべき基準」とされている省令基準の一部について、県独自の基準を定めるとともに、省

令に定められていない基準を追加する。 

○ それ以外は、省令基準の内容をもって、本県の基準とする。 

 

５ 条例及び規則の解釈について 
 

○ 条例及び規則の運用にあたっては、６に定めるもののほか、それぞれ下表の右欄に掲げるところに定め

る趣旨及び内容の例によるものとし、これを踏まえて各事業者は、適正な事業運営をすること。 
 

 条例名称 規則名称 条例及び規則の解釈として準用する国の解釈通知 

① 
居宅サービス 

条例 

居宅サービス 

規則 

○指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する

基準について（平成１１年９月１７日老企２５号厚生省老人

保健福祉局企画課長通知） 

② 
介護保険施設 

条例 

介護保険施設 

規則 

○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に

ついて（平成１２年３月１７日老企４３号厚生省老人保健福

祉局企画課長通知） 

○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準について（平成１２年３月１７日老企４４号厚生省老人

保健福祉局企画課長通知） 

○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に

ついて（平成３０年３月２２日老老発０３２２第１号厚生労

働省老健局老人保健課長通知） 

③ 
介護療養型 

医療施設条例 

介護療養型 

医療施設規則 

○健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定

介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準につ

いて（平成１２年３月１７日老企４５号厚生省老人保健福祉

局企画課長通知） 

④ 
居宅介護支援

条例 

居宅介護支援

規則 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に

ついて（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生省老人保健

福祉局企画課長通知） 
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６ 条例及び規則で定める独自基準等の解釈について 
 

 ○ 一括法により条例委任を受けて『参酌すべき基準』のうち、県独自基準として追加・変更したものの運

用上の解釈は以下のとおりとするので、これを踏まえて各事業者は、適正な事業運営をすること。 
 

（１）法人格の有無について  ＜条例－居宅・予防のみ＞ 

国基準 

居宅サービスの例 

介護保険法施行規則 

（法第７０条第３項の厚生労働省令で定める基準） 

第１２６条の４の２ 法第７０条第３項の厚生労働省令で定める基準は、法人で

あることとする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若

しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビ

リテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限

りでない。 

 

居宅介護支援の例 

 介護保険法 

 （指定居宅介護支援事業者の指定） 

 第７９条 

 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、第４６条第１項の指定をしてはならない。 

  一 申請者が法人でないとき。 

独自基準 

居宅サービスの例 

居宅サービス条例本則 

（指定居宅サービス事業者等の要件）                                 

第３条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合

を含む。）及び第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において準用

する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者

は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある

法人を除く。 

 

居宅介護支援の例 

居宅介護支援条例本則 

 （指定居宅介護支援事業者の要件） 

第３条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合

を含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は

暴力団員と密接な関係にある法人を除く。 

内容 
○ 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者は、法

人でなければならないものとした。 

趣旨 

○ 事業者は、高齢者や介護を必要とする方に対してサービスを提供することから、

サービス提供の実効性の確保と責任の明確化を図るもの。 

○ 従来、国の基準において申請者の法人格を指定要件としていたものに準拠した。 

留意事項 

○ なお、介護保険法施行規則第１２６条の４の２及び第１３１条の１０の２のと

おり、次に掲げるサービスにあっては、法人であることを要しない。 

ア 病院、診療所又は薬局により行われる居宅療養管理指導 

イ 病院又は診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテ－ション、 

通所リハビリテ－ション又は短期入所療養介護 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 本則 全サービス 第３条  

居宅介護支援条例 本則 指定居宅介護支援 第３条  
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（２）暴力団について  ＜条例－共通＞ 

省令基準 － 

独自基準 

居宅サービスの例 

居宅サービス条例本則 

（指定居宅サービス事業者等の要件）                                 

第３条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合

を含む。）及び第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において準用

する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者

は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある

法人を除く。 

 

指定介護老人福祉施設の例 

介護保険施設条例別表第１ 

（サービスの提供の項） 

１０９ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。

また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。 

 

居宅介護支援の例 

 居宅介護支援条例本則 

 （指定居宅介護支援事業者の要件） 

 第３条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場

合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団

又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。 

内容 
○ 介護保険サービス事業者が、鳥取県暴力団排除条例（平成２３年鳥取県条例第

３号）第２条に定める暴力団でないこととする規定を新設。 

趣旨 

○ 介護保険サービス事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資

することのないよう、暴力団員を排除し、利用者が安心してサービスの利用がで

きる環境を整備するもの。 

留意事項 

○ 指定を受けようとする者は申請書に、暴力団でない旨の誓約書を添付すること。 

・（参考様式６９－１－①（居宅サービス事業所用））介護保険法第７０条第２項各

号の規定に該当しない旨の誓約書 等 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 本則 全サービス 第３条  

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 
サービスの

提供 
１０９ 

第２ 介護老人保健施設 
サービスの

提供 
１２１１ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
１２ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供 
１２１１ 

居宅介護支援条例 本則 指定居宅介護支援 第３条  
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（３）入所定員について  ＜条例－指定介護老人福祉施設＞ 

省令基準 

指定介護老人福祉施設 

介護保険法 

（指定介護老人福祉施設の指定）                                 

第８６条 第４８条第１項第１号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、

老人福祉法第２０条の５ に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定

員が３０人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請

があったものについて行う。 

独自基準 

指定介護老人福祉施設 

介護保険施設条例別表第１ 

（規模の項） 

入所定員が３０人以上であること。 

内容 ○ 指定介護老人福祉施設の入所定員は３０人以上とする。 

趣旨 ○ 介護保険法第８６条第１項で定める下限の人数以上とした。 

留意事項 － 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

介護保険施設条例 第１ 指定介護老人福祉施設 規模 － 
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（４）居室定員について  ＜条例－指定介護老人福祉施設＞ 

省令基準 

指定介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設省令基準 

（設備）                                 

第３条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉

施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 

独自基準 

指定介護老人福祉施設 

介護保険施設条例別表第１ 

（設備の項） 

３ 居室は、次のとおりとすること。 

（１） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、サービスの提供上必要と

認められる場合は、２人とすることができる。 

 

介護保険施設条例附則 

（指定介護老人福祉施設に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に基本的な設備が完成

した指定介護老人福祉施設のうち次の表の左欄に掲げるものに対する別表第１

設備の項第３号の規定の適用については、同号中次の表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 基準日から施行日の前日までの間に基本

的な設備が完成したもの及びその間に増築

され、又は全面的に改築された部分（施行日

以後に増築され、又は全面的に改築される部

分を除く。）並びに施行日以後に全面的に改

築される部分（知事が特に認めるものに限る

。） 

１人とすること

。ただし、サービ

スの提供上必要

と認められる場

合は、２人とす

ることができる 

４人以下

とするこ

と 

 

 

 

 
 

内容 ○ 指定介護老人福祉施設の居室定員を「１人」とした。 

趣旨 

○ 居住環境に配慮し、プライバシーが確保された居室の整備を基本とするため、

指定介護老人福祉施設特養の居室定員は国の基準どおりとした。 

○ ただし、指定介護老人福祉施設の整備にあたっては、ユニット型個室を推進し

ているところであるが、平成２５年３月３１日に存した施設が老朽化等に係る建

替等を行う場合には、入所者の継続性を鑑み、知事が特に認めた場合には、多床

室を設置することも認める経過措置を設けた。 

留意事項 － 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

介護保険施設条例 第１ 指定介護老人福祉施設 設備 ３ 
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（５）虐待について  ＜条例－共通＞ 

省令基準 － 

独自基準 

訪問介護の例 

居宅サービス条例別表１の表 

（サービスの提供の項）                                 

２ 利用者の人権を守り、虐待の発生を防止するため、高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）第２０

条の規定に従い、従業者に対する研修の実施、責任者の設置その他の措置を講

ずること。 

内容 
○ 利用者の人権擁護、虐待防止等のため、責任者の設置、研修の実施等の義務規

定を追加 

趣旨 
○ 高齢者の尊厳を守り、高齢者及び家族等が共に健やかな生活を送ることができ

るように、利用者の人権の尊重を図り、虐待の防止を推進するもの。 

留意事項 

○ 従業者の資質向上のために実施することとされている研修は、高齢者虐待防止

法の趣旨及び内容を十分に踏まえ、高齢者の人権擁護や虐待防止等の内容を含め

ること。 

○ 事業者は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成１７年法律第１２４号）」（以下、「高齢者虐待防止法」という。）の趣旨及び内

容を十分に踏まえた研修内容となるようにしなければならない。 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 

１の表 訪問介護 サービスの

提供 

２ 

２の表 訪問入浴介護 ２ 

３の表 訪問看護 ２ 

４の表 訪問リハビリテーション ２ 

５の表 居宅療養管理指導 ２ 

６の表 通所介護 ２ 

７の表 通所リハビリテーション ２ 

８の表 短期入所生活介護 ２ 

９の表 短期入所療養介護 ２ 

１０の表 特定施設入居者生活介護 ２ 

１１の表 福祉用具貸与 ２ 

１２の表 特定福祉用具販売 ２ 

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 
サービスの

提供 
２ 

第２ 介護老人保健施設 
サービスの

提供 
２ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
２ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供 
２ 
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（６）非常災害対策について  ＜条例－通所系・施設系＞ 

省令基準 

通所介護の例 

居宅サービス省令基準 

（非常災害対策） 

第１０３条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に

周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

二 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

独自基準 

通所介護の例 

居宅サービス条例別表６の表 通所介護 

（サービスの提供の項） 

７ 非常災害対策は、非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的

な計画を定めるものとし、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、

定期的に訓練を行うこと。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めること。 

内容 
○ 利用者に対する地震、津波等の非常災害に係る情報提供、非常災害時の対応に

ついて意識啓発を義務付けるもの。 

趣旨 

○ 東日本大震災を踏まえ、非常災害対策の充実のため追加したもの。事業者は、

非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整

備、避難・救出訓練の実施等の対策に万全を期さなければならないこととしたも

のである。 

留意事項 

○ 事業者は、当該事業所の見やすい場所に、非常災害時の関係機関への通報一覧

表及び当該事業所における緊急連絡網並びに避難経路等非常災害時に直ちに実施

すべき事項の概要を掲示すること。 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 

６の表 通所介護 

サービスの

提供 

７ 

７の表 通所リハビリテーション ６ 

８の表 短期入所生活介護 ６ 

９の表 短期入所療養介護 ６ 

１０の表 特定施設入居者生活介護 ７ 

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 サービスの

提供 

７ 

第２ 介護老人保健施設 ８ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
８ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供 
８ 
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（７）衛生管理について  ＜施行規則－通所系・施設系＞ 

省令基準 

通所介護の例 

居宅サービス省令基準 

（衛生管理等）                                 

第１０４条 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次の各号に掲げる必要な措置を講じずるよう努めな

ければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

指定介護老人福祉施設の例 

指定介護老人福祉施設省令基準 

（衛生管理等） 

第２７条 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及

びまん延防止のための訓練を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒

の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 
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独自基準 

通所介護の例 

居宅サービス条例別表６の表 

（サービスの提供の項）                                  

３ 感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん延しないように、

衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 

 

居宅サービス条例施行規則別表第１の表の６ 

（サービスの提供の項） 

８７ 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、衛生上及び

健康管理上必要な次に掲げる措置を講ずること。 

（１）感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て開催することができる。 

（２）感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

（３）従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

 

指定介護老人福祉施設の例 

介護保険施設条例別表第１ 

（サービスの提供の項）                                  

４ 常に入所者の健康状態に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置

を講ずること。また、感染症その他の規則で定める健康被害が発生し、又はまん

延しないように、衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。 

 

介護保険施設条例施行規則別表第１ 

（サービスの提供の項） 

３０２４ 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講ずること。 

 （１）感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果を従業者に

周知徹底を図ること。なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催す

ることができる。 

 （２）感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための手引きを整備

すること。 

 （３）従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

 （４）（１）から（３）までに掲げるもののほか、知事が別に定める感染症、食中

毒又は及び熱中症の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を

行うこと。 

内容 
○ 利用者の熱中症等を予防するための情報収集や、必要に応じて健康の保持のた

めの適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

趣旨 
○ 夏場の熱中症患者の発生が多い本県において、予防対策を積極的に推進する観

点から追加。 

留意事項 － 

 

 

 

 

 



 

- 12 - 

 
＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 

６の表 通所介護 

サービス提

供の項 

３ 

７の表 通所リハビリテーション ３ 

８の表 短期入所生活介護 ３ 

９の表 短期入所療養介護 ３ 

１０の表 特定施設入居者生活介護 ４ 

居宅サービス規則 

第１の１

の６の表 
通所介護 

サービス提

供の項 

８７ 

第１の１

の７の表 
通所リハビリテーション ７ 

第１の１

の８の表 
短期入所生活介護 １２１１ 

第１の１

の９の表 
短期入所療養介護 １１ 

第１の１

の１０の

表 

特定施設入居者生活介護 １３ 

第３２の

３ 
基準該当通所介護 （２） ６の表準用 

第３２の

４ 

基準該当短期入所生活介

護 
（２） ８の表準用 

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 サービス提

供の項 

４ 

第２ 介護老人保健施設 １０９ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
１０ 

介護保険施設規則 

第１ 指定介護老人福祉施設 サービス提

供の項 

３０２４ 

第２ 介護老人保健施設 ２８２４ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
２８ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供の項 
１１１０ 

介護療養型医療施設規則 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供の項 
２６２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 13 - 

 
（８）自己点検及び第三者評価について  ＜条例－共通＞ 

省令基準 

訪問介護の例 

居宅サービス省令基準 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第２２条 

２ 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

独自基準 

居宅サービスの例 

居宅サービス条例本則 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第４条 

５３ 指定居宅サービス事業者は、提供するサービスについての評価の結果、法

第７５条の２第１項の規定による助言等を踏まえ、その向上を図るよう努めな

ければならない。 

 

訪問介護の例 

居宅サービス条例別表１の表 

（サービスの提供の項） 

７５ 利用者の処遇について、自らサービスの評価を行い、その結果を利用者に

周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行

い、その結果を公表するよう努めること。 

内容 

○ 利用者に対するサービスの質について自己点検を行い、その結果を利用者等に

情報提供することを義務付け、常にその改善を図るものとする。 

○ また、自己点検の実施のほか、定期的に第三者による評価を受けて、その結果

を公表するよう努めるものとする。 

趣旨 

○ 各事業者において、常に向上心を持ってサービスの質の改善に取り組むよう、

自己評価の実施に加え、利用者等への情報提供を義務付け。 

○ また、さらなる質の改善を促すため、第三者評価の実施の努力規定を追加し、

自己評価では見えない視点からのサービスの質の向上を期待するもの。 

留意事項 

＜自己評価について＞ 

○ 目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うこ

と。 

○ 介護サービス情報の公表を行う事業者にあっては、運営情報の報告を行うこと

をもって、自己評価にかえることができる。 

○ 自己評価結果は、事業所内の見やすい場所に掲示又は閲覧に供すること、利用

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項に添付すること又はインター

ネットを活用する方法等により、利用者等への周知を行うこと。 

○ 情報提供結果は、利用者のみならず、その家族、地域住民等に対し情報提供を

行い、様々視点からの意見を徴収し、これらの結果を踏まえ、常にサービスの改

善を図りながらより良いサービスの提供を行うこと。 

 

＜第三者評価について＞ 

○ 第三者評価とは、事業者の提供する福祉サービスの内容を、当事者以外の中立

的な第三者が評価する「鳥取県社会福祉・保健サービス評価制度」に基づく、福

祉サービス第三者評価及び地域密着型サービス外部評価として実施されたもので

あること。 

（参考）とりネット「社会福祉・保健サービス評価事業」 

https://www.pref.tottori.lg.jp/26588282106.htm 
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＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 

１の表 訪問介護 

サービスの

提供 

７５ 

２の表 訪問入浴介護 ７５ 

３の表 訪問看護 ７５ 

４の表 訪問リハビリテーション ７５ 

５の表 居宅療養管理指導 ７５ 

６の表 通所介護 ９８ 

７の表 通所リハビリテーション ８７ 

８の表 短期入所生活介護 ９８ 

９の表 短期入所療養介護 ９８ 

１０の表 特定施設入居者生活介護 ９８ 

１１の表 福祉用具貸与 ７５ 

１２の表 特定福祉用具販売 ７５ 

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 サービスの

提供の項 

９８ 

第２ 介護老人保健施設 １１１０ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
１１ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供の項 
１０９ 
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（９）記録の整備について  ＜施行規則－共通＞ 

省令基準 

訪問介護の例 

居宅サービス省令基準 

（記録の整備） 

第３９条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

独自基準 

訪問介護の例 

居宅サービス条例施行規則別表第１の１の表１ 

記録の作成及び保存の項 

２ 条例別表の１の表記録の作成及び保存の項に規定する記録及 

び前号に規定する記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め 

る期間保存すること。 

（１）決算書類 ３０年間 

（２）会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 １０年間 

（３）（１）及び（２）に掲げる書類以外の記録 ５年間 

内容 

○ 適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保し、介護保険制度

を適正かつ公平な運営を図るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記

録を整備し、その保存期間を定めるもの。 

趣旨 ○ 不正請求等の事案が発生した際の調査を円滑に実施するため。 

留意事項 

○ 「決算書類」とは、社会福祉法人が運営する施設（事業所）にあっては、資金収

支計算書（内訳表を含む）、事業活動収支計算書（内訳表を含む）、貸借対照表及

び財産目録をいう。 

○ 社会福祉法人以外の法人が運営する施設又は事業所にあっては、当該法人を所

管する法令の規定に定める計算書類（損益計算書、貸借対照表）及び財産目録を

いう。 

○ なお、これらの書類が各施設又は事業所にない場合は、法人の本部に所有、保

存されていればよいものとする。 

○ 他の法令等により、県の条例施行規則以上の保管期間が義務付けられているも

のについては、それぞれの規定に従う必要がある。 

○ 事業者においては、保存業務の煩雑さを避ける観点から、それぞれの記録の所

属する年度（目標期間が設けられているものについては、その期間の満了日の所

属する年度）の終了後、５年間保存する等、適正な運用を図るものとする。 

○ 文書の保存年限にかかる運営規程の変更については、変更届出を行う必要はな

いものとする。 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス規則 

第１の１

の表 
訪問介護 

記録の作成

及び保存 

２ 

第１の２

の表 
訪問入浴介護 ２ 

第１の３

の表 
訪問看護 ２ 

第１の４

の表 
訪問リハビリテーション ２ 

第１の５

の表 
居宅療養管理指導 ２ 

第１の６

の表 
通所介護 ２ 
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第１の７

の表 
通所リハビリテーション ２ 

第１の８

の表 
短期入所生活介護 ２ 

第１の９

の表 
短期入所療養介護 ２ 

第１の１

０の表 
特定施設入居者生活介護 ２ 

第１の１

１の表 
福祉用具貸与 ２ 

第１の１

２の表 
特定福祉用具販売 ２ 

第３２の

１ 
基準該当訪問介護 （２） 

第１の１の

表準用 

第３２の

２ 
基準該当訪問入浴介護 （２） 

第１の２の

表準用 

第３２の

３ 
基準該当通所介護 （２） 

第１の６の

表準用 

第３２の

４ 

基準該当短期入所生活介

護 
（２） 

第１の８の

表準用 

第３２の

５ 
基準該当福祉用具貸与 （２） 

第１の１１

の表準用 

介護保険施設規則 

第１ 指定介護老人福祉施設 
記録の作成

及び保存 
２ 

第２ 介護老人保健施設 
記録の作成

及び保存 
２ 

第３ 介護医療院 
記録の作成

及び保存 
２ 

介護療養型医療施設規則 － 指定介護療養型医療施設 
記録の作成

及び保存 
２ 

居宅介護支援規則 － 指定居宅介護支援 
記録の作成

及び保存 
２ 
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（１０）食事について  ＜施行規則－施設系＞ 

省令基準 

指定介護老人福祉施設の例 

指定介護老人福祉施設省令基準 

（食事） 

第１４条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を

考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂る

ことを支援しなければならない。 

独自基準 

指定介護老人福祉施設の例 

介護保険施設規則別表第１ 

（サービスの提供の項） 

１３９ 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に

提供するとともに、できる限り離床して食堂で食事を摂ることを支援すること。

また、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工物並びに当該農林

水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。 

内容 ○ 食事の提供の際に、県産品利用に努めるものとする努力規定を追加。 

趣旨 
○ 県産品利用とは、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）第８

条に定めるとおり、県産品利用を促進するもの。 

留意事項 

○ 県産品利用とは、県内において生産された農林水産物、加工品等及び県外にお

いて生産された当該農林水産物を主たる原材料とする加工品を県内外で消費する

ことをいう（鳥取県産業振興条例第２条第４項）。 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス規則 

第１の８

の表 
短期入所生活介護 

サービスの

提供の項 

４ 

第１の９

の表 
短期入所療養介護 ４ 

介護保険施設規則 

第１ 指定介護老人福祉施設 サービスの

提供 

１３９ 

第２ 介護老人保健施設 １６１３ 

第３ 介護医療院 
サービスの

提供 
１６ 

介護療養型医療施設規則 － 指定介護療養型医療施設 
サービスの

提供 
１４１０ 
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（１１）監査等への対応について  ＜条例－共通＞ 

省令基準 

訪問介護の例 

居宅サービス省令基準 

（苦情処理） 

第３６条 

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第２３条の規定に

より市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

独自基準 

訪問介護の例 

居宅サービス条例別表１の表 

（事故等への対応） 

５ 法第２３条、第２４条第１項、第７６条第１項若しくは第１１５条の７第１

項又は社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５６条第１項の規定による質

問、検査等に協力すること。 

 

介護療養型医療施設の例 

介護療養型医療施設サービス条例別表 

（事故等への対応の項） 

５ 旧法第２３条、第２４条第１項若しくは第１１２条第１項又は医療法第２５

条第１項若しくは第２項の規定による質問、検査等に協力すること。 

 

居宅介護支援の例 

居宅介護支援規則別表 

（事故等への対応） 

２ 法第２３条、第２４条第１項若しくは第８３条第１項又は社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）第５６条第１項の規定による質問、検査等に協力す

ること。 

内容 ○ 指導・監査時の県への協力義務を追加。 

趣旨 ○ 昨今の社会福祉施設をめぐる不祥事等を鑑み、再発防止を図るもの。 

留意事項 － 

 

＜対象サービス＞ 

条例・規則 別表 対象サービス 項 号 

居宅サービス条例 

－ 

１の表～

１２の表 

全サービス 
事故等への

対応 
５ 

介護保険施設条例 

第１ 指定介護老人福祉施設 事故等への

対応 

６ 

第２ 介護老人保健施設 ５ 

第３ 介護医療院 
事故等への

対応 
５ 

介護療養型医療施設条例 － 指定介護療養型医療施設 
事故等への

対応 
５ 

居宅介護支援規則 － 指定居宅介護支援 
事故等への

対応 
２ 
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７ 南部箕蚊屋広域連合について 

○南部町、伯耆町、日吉津村内に所在する指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業者の指定等の

権限は、南部箕蚊屋広域連合に移譲しているところですが、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サ

ービス事業者の基準等を定める事務については、同連合には移行しておりません。よって、同連合管内に

所在する事業者についても、県の条例及び規則で定める基準等が適用されることになります。（鳥取県知

事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年鳥取県条例第３５号）による。） 

 

８ 施行日 

平成２７年７月３日 

平成２８年４月１日 一部改正 

令和３年１０月 日 一部改正 

 


